
川口市土曜日共同保育実施要綱

令和３年７月３０日子ども部長決裁

（目的）

第１条 この要綱は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び企業主導型保育事業（以

下、「施設・事業所」という。）における「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関

する基準等の実施上の留意事項について」（平成２８年８月２３日府子本第５７１号ほか）

で規定する共同保育について、保育の質を確保した上で適切に実施するため必要な事項

を定めることを目的とする。

 （定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。

 （１）土曜日共同保育 他の施設・事業所に在籍している児童を土曜日に受け入れて行う

共同保育

 （２）実施施設 土曜日共同保育を依頼施設から依頼されて実施する施設

 （３）依頼施設 土曜日共同保育を実施施設に依頼する施設

（事前協議）

第３条 土曜日共同保育を開始しようとする施設・事業所は、開始する日が属する月の前々

月の末日までに、必要書類を添えて土曜日共同保育に関する事前協議書（様式第１号）を

提出し、市と事前協議しなければならない。

２ 実施施設及び依頼施設は、事前協議の終了後、土曜日共同保育を開始する日までに、当

該施設・事業所の運営規程の変更手続きを行わなければならない。

３ 現に土曜日共同保育を実施している施設・事業所が実施内容等の変更を行う又は土曜

日共同保育を終了する場合は、前２項の例にならい、事前協議及び運営規程の変更手続き

を行わなければならない。

（保護者同意）

第４条 実施施設及び依頼施設は、土曜日共同保育の実施にあたり、在籍する全ての子ども

の保護者に書面で説明を行い、書面で同意を得るものとする。

（施設・事業所間の協議）

第５条 実施施設及び依頼施設は、土曜日共同保育の安全対策、責任体制、費用負担、職員

配置、その他土曜日共同保育の実施に必要な事項について十分に協議を行い、書面をもっ

て合意した上で共同保育を開始するものとする。



（設備運営基準等）

第６条 設備運営基準及び職員配置基準（以下、「基準」という。）は実施施設に適用される

基準とする。

２ 前項の規定に関わらず、企業主導型保育事業が実施施設となる場合は、依頼施設に適用

される基準とする。ただし、他市町村に設置されている特定教育・保育施設、特定地域型

保育事業が依頼施設、川口市に設置されている企業主導型保育事業が実施施設となる場

合は、依頼施設の施設種別に応じた川口市の基準とする。

３ 利用児童に配慮し、慣れ親しんだ職員の配置等により保育の質を確保する観点から、依

頼施設は土曜日共同保育の実施日に自施設の保育士等を実施施設に１名以上配置するも

のとする。

（費用徴収）

第７条 土曜日共同保育の実施によって生じる費用は、実施施設及び依頼施設が負担する

ものとし、保護者からの費用徴収は原則として認めない。

 （個人情報の管理）

第８条 土曜日共同保育を実施する施設・事業所は、保護者に事前に説明し書面で同意を得

た上で、保育を提供する子どもの日頃の状況（疾患、アレルギー等を含む）など、土曜日

共同保育を実施するために必要な情報を共有するものとする。

２ 土曜日共同保育を実施する施設・事業所は、土曜日共同保育の実施に際して得られた個

人情報について、適正に管理するものとする。また、当該個人情報は土曜日共同保育の実

施及び子どもの福祉向上を図るためにのみ使用し、その他の目的に使用してはならない。

土曜日共同保育の終了後も同様とする。

 （非常災害対策）

第９条 土曜日共同保育を実施する施設・事業所は、災害時の人員体制、指揮系統、備蓄品、

職員等の連絡先、その他災害に備えて決定又は共有しておくべき事項について協議し、予

め土曜日共同保育実施中の非常災害対策計画を作成するものとする。

２ 前項の計画は、実施施設において定めている非常災害対策計画に必要な事項を追加し

て作成することができるものとする。

３ 第１項の規定により非常災害対策計画を作成した場合、または、前項の規定により実施

施設の非常災害対策計画を変更した場合は、作成または変更した計画を市に提出するも

のとする。

 （施設・事業所が他自治体に所在する場合の取り扱い）

第１０条 実施施設又は依頼施設が他自治体に所在する場合は、当該施設の運営状況等を



勘案のうえ、市が認める場合に限り土曜日共同保育を実施することができる。

２ 前項の規定により他自治体に所在する施設と土曜日共同保育を実施する場合は、当該

他自治体で定める土曜日共同保育の実施の手続きを行わなければならない。

 （報告等）

第１１条 土曜日共同保育を実施する施設・事業所は、市が土曜日共同保育の実施内容の確

認のために書類の提出、施設への立入調査を求めた場合には応じなければならない。

 （その他）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、土曜日共同保育について必要な事項は、市長が別

に定める。

附 則

この要綱は、令和３年８月１日から施行する。


